
 新生児聴覚検査を県外の実施医療機関で受ける方へ  

※ 聴覚検査日に住民票が橿原市にあるお子さんが対象になります 

＜検査から検査費用請求までの流れ＞ 

① 新生児聴覚検査実施機関で新生児聴覚検査を受け費用を支払う。 

 

② 新生児聴覚検査実施機関で「橿原市新生児聴覚検査費用請求書」の下段【新生児聴覚検査受診

証明書】に記入・押印をしてもらう。 

 ※同封の「新生児聴覚検査実施に係る受診証明について（依頼）」と「記入例」を新生児聴覚検査実施   

機関に渡してください 

 

③ 「橿原市新生児聴覚検査費用請求書」の本人記入欄（請求日、住所、保護者氏名、新生児氏名・

生年月日（新生児）、電話番号、請求金額、振込先口座）を記入する。 

 

④ 新生児聴覚検査 同意書兼受診券（黄緑色）の「保護者記入欄」を記入し「橿原市新生児聴覚

検査費用請求書」の裏面に貼付する。 

 

⑤ 橿原市こども家庭課（〒634-8509 橿原市内膳町 1 丁目１－６０）宛に請求書と振込口座

がわかるもの（通帳またはキャッシュカード）のコピーを持参または送付する。 

※請求受付期間は受診日から起算して６か月以内 

 

⑥ ２か月程度で指定の口座に入金される。 

※医師（助産師）による受診証明書への記入・押印がない（記入してもらうのを忘れた等）場合は、 

新生児聴覚検査実施機関発行の領収書・診療明細書（原本で検査内容がわかるもの）を添付して

ください。（領収書は後日お返しします） 

※新生児聴覚検査 同意書兼受診券 裏面「医療機関記入欄」への記入は不要です。 

※入金通知などはしていませんのでご本人で口座への入金を確認してください。 

※内容の確認等の連絡をさせていただくことがありますので連絡のつきやすい電話番号を記入 

してください。 

＜請求額（振込額）の考え方＞ 

助成金額は検査方法により異なります。 

⚫ 自動 ABRの場合    上限４，０００円 

⚫ OAEの場合      上限１，５００円    の助成になります 

検査方法 健診に要した費用（Ａ） 助成限度額（Ｂ） 
申請金額 

（A）（Ｂ）のうち少ない額 

自動ABR       円 ４，０００円            円 

OAE       円 １，５００円          円 

 

 

 

 

※必ず、裏面の「新生児聴覚検査受診費用請求書 県外等受診者用」の記入方法をご参照ください。 

お問い合わせ先   橿原市こども家庭課：電話０７４４－４７－３７０７ 

ここの金額を請求書にご記入ください 



記入見本 

 

 

※橿原市新生児聴覚検査費用請求書の裏面に【新生児聴覚検査 同意書兼受診券】をのりづけして

ください。 

 

※請求書下部の「新生児聴覚検査受診証明書」の記入がない場合は以下の書類が必要になります。 

① 新生児聴覚検査実施機関発行の領収書・診療明細書（原本で検査内容がわかるもの） 

（保険適用外の自己負担金額の記載があり、検査費用・受診日・医療機関等の名称が記載されたもの） 

② 検査方法・検査結果がわかるもの 

（検査方法が記載されていれば母子健康手帳「検査の記録」や領収書で可） 

 

新生児聴覚検査実施機関で  

記入してもらう欄です。 

医師（助産師）の押印も必要  

です。 

※保険適用分は請求できません 

受診者記入欄です 

※記入誤りがあれば 

二重線で訂正してください。

修正ペン・テープ不可。 

請求金額の訂正はできません

新しい請求書に書き直して 

ください。 


